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１ 特別市制度の創設に向けた主な検討状況等

２ 第34次地方制度調査会

３ 横浜市大都市自治研究会
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１ 特別市制度の創設に向けた主な検討状況等（資料１・２参照）

2

取組月年度
横浜市「新たな大都市制度創設の基本的考え方《基本的方向性》」公表

５平成22
指定都市市⻑会「『特別自治市』構想」発表
横浜市会「新たな大都市制度である『特別自治市』創設に関する決議」12平成23
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」成立９

平成24
横浜市「横浜特別自治市大綱」策定３
第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答
申」６平成25

横浜市「横浜特別自治市大綱」改訂３令和２
横浜市会「特別自治市制度の早期実現を求める意見書」６

令和３
横浜市会「『特別自治市』の早期実現に関する決議」２
県・横浜・川崎・相模原四⾸⻑懇談会開催５

令和４ 横浜市会「特別市の法制化に関する要望書」を総務省、衆参両院総務委員⻑に⼿交
（以降、毎年度実施）11

横浜市「横浜特別市大綱」改訂（「特別自治市」から「特別市」に名称変更）12



１ 特別市制度の創設に向けた主な検討状況等（資料１・２参照）

3

取組月年度
横浜市町内会連合会から「『特別市』の実現に向けた取組の推進について」の意見書を受領
（令和６年度も受領）４令和５

県内三政令市市⻑・正副議⻑懇談会開催、「特別市の法制化の早期実現を目指す横浜市、川崎市、
相模原市の連携した取組推進に関する共同メッセージ」発出９令和６

特別委員会の名称を「特別市・大都市行財政制度特別委員会」に変更５

令和７

県内三政令市市⻑・正副議⻑懇談会開催、「次期地方制度調査会における『特別市』の法制化を
含む大都市制度のあり方に関する議論を求める三市共同要請」発出８

指定都市市⻑会「多様な大都市制度実現プロジェクト報告書」公表、総務省及び各政党へ要請11・12

横浜市会「特別市の法制化に関する要望書」を総務省、衆参両院総務委員⻑に⼿交
１

第34 次地方制度調査会発足

第34 次地方制度調査会第４回専門⼩委員会指定都市市⻑会・全国知事会ヒアリング４令和８



２ 第34次地方制度調査会（資料３参照）

4

第34次地方制度調査会において、大都市地域における行政体制の在り方等につ

いて調査審議が行われています。

５月20日に開催された第２回総会にて、同調査会の今後の審議項目が決定しま

した。

「 大 都 市 地 域 に お け る 行 政 体 制 」 の 在 り 方 に つ い て

今
後
の
審
議
項
目

１ 大都市地域が果たすべき役割

２ いわゆる「特別市」の意義

３ 「特別市」の制度化を検討する場合の論点
（１） 広域事務への影響等
（２） 財産・施設や議員・職員への影響等
（３） 財政への影響等
（４） 大都市制度以外への影響
（５） 「特別市」の設置手続

４ 住民自治等の確保



３ 横浜市大都市自治研究会

5

これまでの審議内容を踏まえ、現在、答申について、委員間で内容の確認をし、

最終調整中です。

第 ４ 次 横 浜 市 大 都 市 自 治 研 究 会※ に つ い て

国における特別市の法制化議論を喚起し、早期法制化の実現を促進
するため、法制化に向けた諸課題と対応方策、及び特別市のより詳
細な制度設計等について、専門的知見に基づく調査審議を求める

諮問事項

10名＋臨時委員１名
（座長：辻 琢也 一橋大学法学部特任教授）

委員

令和６年３月27日～任期

全６回
（令和５年度：１回 令和６年度：３回 令和７年度：２回）

開催実績

※横浜市附属機関設置条例に基づく附属機関



３ 横浜市大都市自治研究会

6

答 申（ 案 ）の 概 要

１ 特別市の法制化に関する論点
(1)総論

●地方自治制度を再構築し、それぞれの地域に相応しい制度を選択できるようにすることが必要。
(2)特別市の位置付け

●普通地方公共団体であっても特別地方公共団体であっても、憲法上の地方公共団体であると整理。
(3)住民投票

●民主的な正統性を担保するために住民投票は不可欠であると考える。
●新たな道府県の住民による住民投票は必須とは言えないと考える。

(4)移行手続
●特別市を国の発意で指定することは、地方分権の趣旨には馴染まない。
●特別市移行の発意の主体は、指定都市とするものと考える。その発意に当たっては、指定都市の市議会の議決とともに、包括道
府県の議会の議決も必要であると考える。

(5)移行要件
●指定都市という形式要件のみでも足りる。指定都市及び隣接する市町村を含めた地域も対象とすることも考えられる。

(6)法律の枠組み
●一般法である地方自治法に移行手続を含め規定することが適当であると考える。

２ 特別市の制度設計等に関する論点
総務省「大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ」での議論を踏まえ、主要な論点を整理し調査審議を行った。
(1)新たな道府県の事務処理への影響とその対応策
(2)特別市に移行する区域に道府県が有している施設の取扱い
(3)広域的な役割も引き継ぐ特別市が近隣市町村において果たすべき役割
(4)特別市と新たな道府県の双方の行政サービスの提供に影響が生じないようにするための財政面での対応
(5)特別市における住民自治や住民代表機能の確保



４ 添付資料
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資料１ 特別市制度の創設に向けた検討状況等について

資料２ 横浜市会「特別市の法制化に関する要望書」（令和８年１月）

資料３ 第34次地方制度調査会の審議項目（案）について（令和８年５月）
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特別市制度の創設に向けた検討状況等について 
 

時

期 

本市の主な取組 
国・指定都市等の動向 

当局 市会 

平

成

22

年

度 

○「新たな大都市制度創設

の基本的考え方《基本的

方向性》」公表（５月） 

 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「水平的、対

等な連携協力の可能性につい

て」） 

（７月～・23年２月報告書） 

○指定都市市長会「特別自治市」構想発

表（５月） 

23

年

度 

 ○特別委員会 

（調査・研究テーマ「新たな大都

市制度における都市内分権につ

いて」） 

（６月～・24年５月報告書） 

○新たな大都市制度である「特別

自治市」創設に関する決議 

（12月） 

○16指定都市議長が国に対して特

別自治市創設を要望（24年２月） 

 

 

24

年

度 

○「横浜特別自治市大綱」策

定（25年３月） 

 

○特別委員会 

（６月～・25年４月報告書） 

○指定都市議長会として、国に対

して「特別自治市」など多様な大

都市制度創設を要望 

（25年２月） 

 

○「大都市地域における特別区の設置

に関する法律」成立（９月） 

 

25

年

度 

 ○特別委員会 

（調査・研究テーマ「新たな大都

市制度における権限移譲と市及

び区のあり方について」） 

（６月～・26年４月報告書） 

 

○全国市議会議長会会長に佐藤祐文議

長（当時）が就任（５月） 

○第 30次地方制度調査会「大都市制度

の改革及び基礎自治体の行政サービ

ス提供体制に関する答申」（６月） 

 

26

年

度 

 ○特別委員会 

（調査・研究テーマ「少子高齢化

の進行と人口減少社会における

大都市の行財政制度のあり方に

ついて」） 

（６月～・27年２月報告書） 

 

○第 31次地方制度調査会設置（５月） 

○「地方自治法の一部を改正する法

律」、「第４次地方分権一括法」成立 

（５月） 

 

27

年

度 

○「『特別自治市』制度にお

ける区のあり方（基本的

方向性）」公表（６月） 

○特別委員会 

（議長依頼事項「指定都市の区

に関する事項の検討について」） 

（６月～・28年４月報告書） 

○指定都市の区に関する事項に係

る検討結果報告書（11月） 

 

○「第５次地方分権一括法」成立 

（６月） 

○第 31次地方制度調査会「人口減少社

会に的確に対応する地方行政体制及

びガバナンスのあり方に関する答

申」（28年３月） 

 

 
 
 

01241353
テキストボックス
資料１
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時

期 

本市の主な取組 
国・指定都市等の動向 

当局 市会 

28

年

度 

○横浜市区役所事務分掌条

例施行（４月） 

○第２次横浜市大都市自治

研究会答申（10月） 

○横浜市神奈川県調整会議

開催（29年３月） 

 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「未来を見据

えた大都市制度の実現へ向けた

行財政運営の調査・研究につい

て」） 

（６月～・29年４月報告書） 

○「第６次地方分権一括法」成立 

（５月） 

29

年

度 

 ○特別委員会 

（調査・研究テーマ「地方制度改

革と多様な大都市制度のあり方

について」） 

（６月～・30年５月報告書） 

 

○「第７次地方分権一括法」成立 

（４月） 

30

年

度 

○８市連携市長会議開催 

（７月） 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「特別自治市

の実現に向けた持続可能な大都

市経営のあり方について」） 

（６月～・31年２月報告書） 

 

○「災害救助法の一部を改正する法律」

成立（６月）→31年４月施行 

○「第８次地方分権一括法」成立 

（６月） 

○第 32次地方制度調査会設置（７月） 

令

和

元

年

度 

○８市の現状及び８市間に

おける広域連携の課題に

関する基礎調査等報告書 

（２年２月） 

 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「2040年ご

ろの課題を見据えた大都市行財

政制度のあり方について」） 

（６月～・２年４月報告書） 

 

○横浜市が災害救助法の規定に基づく

救助実施市に指定（４月） 

○「第９次地方分権一括法」成立 

（５月） 

○県「事務処理の特例に関する条例」改

正による権限移譲に伴い、市パスポ

ートセンター（センター南パスポー

トセンター、横浜市パスポートセン

ター）を設置（10月） 

 

２

年

度 

○横浜市神奈川県調整会議

開催（11月） 

○第３次横浜市大都市自治

研究会答申（12月） 

○「横浜特別自治市大綱」改

訂（３年３月） 

 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「社会経済情

勢の変化に対応する特別自治市

のあり方について」） 

（６月～・３年４月報告書） 

 

○「第 10次地方分権一括法」成立 

（６月） 

○第 32次地方制度調査会「2040年頃か

ら逆算し顕在化する諸課題等に対応

するために必要な地方行政体制のあ

り方に関する答申」（６月） 

○指定都市市長会「多様な大都市制度

実現プロジェクト」設置（11月） 

 

３

年

度 

○８市連携市長会議開催 

（５月） 

○８市の未来予測等に関す

る報告書（６月） 

○特別自治市制度の設計に

向けた事務・事業等の調

査委託報告書（４年３月） 

 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「特別自治市

実現に向けたプロセスの調査・

研究について」） 

（６月～・４年４月報告書） 

○特別自治市制度の早期実現を求

める意見書（６月） 

○「特別自治市」の早期実現に関

する決議（４年２月） 

○多様な大都市制度の早期実現を求め

る指定都市市長会提言（５月） 

○「第 11次地方分権一括法」成立 

（５月） 

○全国市議会議長会会長に清水富雄議

長（当時）が就任（５月） 

○21 世紀地方自治制度についての調査

研究会設置 

（６月～・４年３月報告書) 

○指定都市市長会「多様な大都市制度

実現プロジェクト」最終報告書 

（11月） 

○多様な大都市制度の早期実現を求め

る指定都市市長会提言（11月） 

○第 33次地方制度調査会設置 

（４年１月） 

○県「特別自治市構想に対する神奈川

県の見解について」公表（４年３月） 
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時

期 

本市の主な取組 
国・指定都市等の動向 

当局 市会 

４

年

度 

○第 44回 県・横浜・川崎・

相模原四首長懇談会開催 

（５月） 

○横浜市・川崎市・相模原市

「住民目線から見た『特

別市』の法制化の必要性 

～神奈川から実現する新

しい自治のかたち～」公

表（７月） 

○８市連携市長会議開催 

 （７月） 

○地区連合町内会長の皆様

と市長との意見交換会を

全 18区で実施 

（８月～５年２月） 

○「横浜特別市大綱」改訂 

（12月） 

○指定都市市長会シンポジ

ウム開催 

（５年３月） 

 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「特別自治市

制度の立法化に向けたプロセス

について」） 

 （６月～・５年２月報告書） 

○「特別市の法制化に関する要望

書」を総務副大臣、衆議院総務

委員長及び参議院総務委員長に

手交（11月） 

 

○「第 12次地方分権一括法」成立 

（５月） 

○指定都市市長会「多様な大都市制度

実現プロジェクト」設置（４月） 

○指定都市市長会において、特別自治

市の通称として「特別市」を使用する

ことが決定（７月） 

○多様な大都市制度の早期実現を求め

る指定都市市長会提言（12月） 

 

５

年

度 

○横浜市町内会連合会から

「『特別市』の実現に向け

た取組の推進について」

の意見書を受領（４月） 

○特別市に関する説明会を

全 18区で実施 

（７月～６年２月） 

○特別市シンポジウム開催 

（６年３月） 

○附属機関「横浜市大都市

自治研究会」へ特別市の

法制化に向けた諸課題と

対応方策等について諮問

（６年３月） 

 

○特別委員会 

（調査・研究テーマ「特別市の法

制化に向けた機運醸成につい

て」） 

 （６月～・６年４月報告書） 

○県内三政令市市長・正副議長懇

談会開催（８月） 

○「特別市の法制化に関する要望

書」を総務大臣、衆議院総務委員

長及び参議院総務委員長に手交

（６年１月） 

 

○「第 13次地方分権一括法」成立 

（６月） 

○多様な大都市制度の早期実現を求め

る指定都市市長会提言（11月） 

○第 33次地方制度調査会「ポストコロ

ナの経済社会に対応する地方制度の

あり方に関する答申」（12月） 

 

６

年

度 

○「横浜特別市」のロゴ・ス

テートメントを発表（４

月） 

○横浜市町内会連合会から

「『特別市』の実現に向け

た取組の推進について」

の意見書を受領（５月） 

○８市連携市長会議開催 

 （７月） 

○特別市に関する説明会を

全 18区で実施 

（８月～７年３月） 

○特別市シンポジウム開催 

（11月） 

○指定都市市長会シンポジ

ウム開催（７年３月） 

 

○特別委員会 

（６月～・７年４月報告書） 

○県内三政令市市長・正副議長懇

談会開催、「特別市の法制化の早

期実現を目指す横浜市、川崎市、

相模原市の連携した取組推進に

関する共同メッセージ」発出 
（９月） 

○「特別市の法制化に関する要望

書」を総務大臣、衆議院総務委員

長及び参議院総務委員長に手交

（７年１月） 

 

○「第 14次地方分権一括法」成立 

（６月） 

○指定都市市長会「人口減少時代を見

据えた多様な大都市制度の早期実現

に関する提言（素案）」（11月） 

○総務省「大都市における行政課題へ

の対応に関するワーキンググルー

プ」設置（12月） 
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時

期 

本市の主な取組 
国・指定都市等の動向 

当局 市会 

７

年

度 

○特別市シンポジウム開催

（12月） 

○指定都市市長会シンポジ

ウム開催（８年３月） 

○特別委員会の名称を「特別市・

大都市行財政制度特別委員会」

に変更（５月） 

○特別委員会 

（６月～・８年４月報告書） 

○県内三政令市市長・正副議長懇

談会開催、「次期地方制度調査会

における『特別市』の法制化を

含む大都市制度のあり方に関す

る議論を求める三市共同要請」

をとりまとめ（８月） 

○「特別市の法制化に関する要望

書」を総務大臣、衆議院総務委

員長及び参議院総務委員長に手

交（８年１月） 

○「第 15次地方分権一括法」成立 

（５月） 

○指定都市を応援する国会議員の会開

催（次期地方制度調査会に、特別市制

度の法整備を含めた大都市制度のあ

り方の調査審議について諮問を求め

る決議）（５・６月） 

○総務省「大都市における行政課題へ

の対応に関するワーキンググルー

プ」報告書をとりまとめ（６月） 

○指定都市を応援する国会議員の会

が、決議文を内閣総理大臣及び総務

大臣へ手交（９月） 

○指定都市市長会「多様な大都市制度

実現プロジェクト報告書」、報告書に

よる総務省及び各政党へ要請 

（11月・12月） 

○第 34次地方制度調査会発足（８年１

月） 

８

年

度 

  ○指定都市市長会「多様な大都市制度

実現プロジェクト」設置（４月） 

○第34次地方制度調査会第４回専門小

委員会指定都市市長会・全国知事会

ヒアリング（４月） 

○指定都市を応援する国会議員の会開

催（５月） 

○第 34 次地方制度調査会第２回総会

（５月） 

            ※表中にある「地方分権一括法」の正式な法律名は「地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」です。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001018202.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/001018202.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/001018202.pdf
https://www.siteitosi.jp/conference/cat/r07_09_04_01.html
https://www.siteitosi.jp/conference/cat/r07_09_04_01.html
https://www.siteitosi.jp/conference/cat/r07_09_04_01.html
https://www.siteitosi.jp/conference/img/eb7a7cfccbe47b793fe8d1e413c1b84f632fe26a.pdf
https://www.siteitosi.jp/conference/img/eb7a7cfccbe47b793fe8d1e413c1b84f632fe26a.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/02gyosei01_04000511_00004.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/02gyosei01_04000511_00004.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/02gyosei01_04000511_00004.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/seisaku/2026/0518kokkaigiin.files/0003_20260519.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/seisaku/2026/0518kokkaigiin.files/0003_20260519.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/singi/02gyosei01_04000511_00003.html
https://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/singi/02gyosei01_04000511_00003.html
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第３４次地方制度調査会の審議項目（案）について 

＜諮問事項＞ 

人口減少により深刻化する人材の不足や偏在、デジタル技術の進展等

の課題に対応し、将来にわたり、地域の特性に応じて、持続可能かつ最

適な形で行政サービスを提供していくため、国・都道府県・市町村間の

役割分担、大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度の在り

方について、調査審議を求める。 

＜審議項目（案）＞ 

１．「国・都道府県・市町村間の役割分担」の在り方について 

１－１ 地方分権改革以降の社会経済情勢の変化と地方行政を巡る取組 

○ 2000 年の地方分権改革以降、基礎自治体優先の原則の考え方の下、権

限移譲、義務付け・枠付けの見直しや市町村合併が進められてきたが、そ

の後の社会経済情勢の変化とも相まって、簡素で効率的な行政を指向す

る行政改革が進められ、外部化や広域化、デジタル技術の活用といった課

題解決の手法が定着・広がりを見せている。近時において、人口減少や少

子化の急速な進行に伴い世帯構成や労働力需給等の社会構造が変化し、

課題が新たな局面を迎える中で、こうした地方分権改革以降の社会経済

情勢の変化と地方行政を巡る取組の変遷について、どう見るか。 

参考資料１、参考資料２：P2,3 

１－１－１ 地方公共団体における事務処理の現状 

○ 社会経済情勢の変化に伴う課題に対し、様々な対応をしてきた地方

公共団体の現状について、どう考えるか。とりわけ、行政サービス提供

の持続可能性の観点から、市町村における法令に基づく事務の処理の

状況について、どう考えるか。 

参考資料２：P4-7 

テキストボックス
資料３
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１－１－２ 各府省における取組 

○ 現場における担い手不足など、地方公共団体における事務処理上の

課題に対応する観点から、危機意識を持って取り組んでいる各府省の

対応や、国と地方の意思疎通の在り方について、どう考えるか。 

参考資料２：P8,9 

 

１－２ 取組の加速化 

○ 人口減少等の急速な進行に伴う社会構造の変化により、課題の解決が

より困難化し、公務人材に求められる役割も変容しつつある中で、地方公

共団体における事務処理の現状や、これまでの各府省における取組等を

踏まえると、行政分野・地域・事務の性格に応じ、事務自体や事務処理方

法、制度上の事務配分の見直し、デジタル技術の実装、市町村間の水平連

携や都道府県の補完・支援などの広域連携等の取組を加速化させること

が適当と考えるか。 

 

○ 適当と考える場合、これらの取組を通じて、住民に対して持続可能かつ

最適な形で行政サービスを提供するための国・都道府県・市町村間の役割

分担や関係の在り方について、どう考えるか。さらに、当該役割分担の在

り方等を実現するため、どのような制度面及び制度以外の面での対応が

考えられるか。 

 

１－２－１ AIを含めたデジタル技術の活用の方向性 

○ 取組を進めていく上で、急速に進展するAIを含めたデジタル技術の

時宜に適った活用の在り方について、どう考えるか。 

参考資料２：P10,11 

  

１－２－２ 地方公共団体間の連携の方向性 

○ 地方公共団体間の連携については、一部事務組合や広域連合等を活

用した市町村間の事務の共同処理に加え、経済成長と人口の「ダム機

能」を目指した連携中枢都市圏構想、観光や産業振興、防災分野などを

中心とした都道府県の区域を超えた単位での広域連合、広域リージョ
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ン連携などの取組が進められてきたが、どのような性格の事務につい

て、どのような連携を進めていくことが考えられるか。 

参考資料２：P12-18 

 

１－２－３ 国・地方公共団体以外の主体の活用の方向性 

○ 国・地方公共団体以外の主体の活用については、全国で統一的な事

務処理が可能なものに地方共同法人を活用する例や、公権力の行使に

当たらない事務に民間法人を活用する例などが見られるが、どのよう

な性格の事務について、どのような主体を活用することが考えられる

か。 

参考資料２：P19-22 

 

１－２－４ 地方議会及び住民自治の在り方 

○ 上記の取組を進めていくことで、事務の執行の現場と住民との関わ

りが多様化し得るが、住民にとって持続可能かつ最適な形で行政サー

ビスを提供するための、地方議会が担うべき役割やガバナンスの確保

の在り方、住民自治の在り方について、どう考えるか。 

 

１－３ 各行政分野において取組を進めていくための枠組み 

○ 各行政分野において、事務自体や事務処理方法、制度上の事務配分の見

直し、デジタル技術の実装等の取組を進めていくためには、国・地方間で

どのような枠組みが必要と考えられるか。 

 

１－３－１ 既存の枠組みとの関係 

○ 例えば、地方公共団体の事務処理の在り方を分野横断的に検討する 

既存の枠組みとして、地方分権改革やデジタル行財政改革の推進体制

があるが、取組を進めるに当たって、これらの枠組みとの関係をどの

ように考えるか。 

参考資料２：P23,24 
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１－４ 各地域において取組を進めていくための枠組み 

○ 各地域において、国・地方間での１－３の取組を前提として、地域の特

性を踏まえた市町村間の水平連携や都道府県の補完・支援などの広域連

携等の取組を進めていくためには、都道府県・市町村間でどのような枠組

みが必要と考えられるか。 

参考資料２：P25-29 

 

２．「大都市地域における行政体制」の在り方について 

 

２－１ 大都市地域が果たすべき役割 

○ 国全体で、将来にわたり、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供

するための方策が課題となる中、大都市地域はどのような役割を果たし

ていくべきと考えられるか。 

 

○ 大都市地域が果たすべき役割に照らし、今後あるべき大都市制度をど

のように考えるべきか。 

 

２－２ いわゆる「特別市」の意義 

○ 考え得る大都市制度の一つとして提案がなされている「特別市」につい

ては、制度化した場合の国全体における意義や住民にとってのメリット・

デメリットをどのように考えるか。 

参考資料２：P31-34 

 

２－３ 「特別市」の制度化を検討する場合の論点 

○ 「特別市」の制度化を検討する場合、以下のような点をどう考えるか。 

 

２－３－１ 広域事務への影響等 

○ これまで都道府県が担っていた広域事務や連絡調整事務への影響と

して、どのようなものがあるか。また、これについての対応方策につい

て、どう考えるか。 
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参考資料２：P35 

 

○ 広域事務については、いずれの地域でも影響が生じるものと、地域

によって影響が異なるものがあるのではないか。 

 

○ 「特別市」が、当該区域以外において広域的な役割を果たすとの議論

があるが、これを仕組みとして担保することは可能か。 

 

２－３－２ 財産・施設や議員・職員への影響等 

○ 広域事務以外に、都道府県が有する財産・施設や、都道府県議会議

員・都道府県職員の取扱い等、「特別市」と「残存する都道府県」に分

割することが及ぼす影響として、どのようなものがあるか。 

参考資料２：P36 

 

２－３－３ 財政への影響等 

○ 「特別市」「残存する都道府県」「全国の地方公共団体」のそれぞれに

関し、財政面でどのような影響が生じると考えられるか。現行制度上、

財源調整機能が及ばない財源超過額の拡大が生じる等の課題がある場

合、どのような対応方策が考えられるか。 

参考資料２：P37 

 

２－３－４ 大都市制度以外への影響 

○ 長年にわたり定着してきた都道府県の区域を分割することにより、

大都市制度以外にも、都道府県制度そのものの在り方や、現在の区域を

前提に行われてきた国の事務や国民生活に及ぼす影響について、どう

考えるか。 

 

２－３－５ 「特別市」の設置手続 

○ 「特別市」の設置手続に関し、以下のような点をどう考えるか。 

  参考資料２：P38,39 
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２－３－５－１ 指定都市と都道府県の間での協議 

○ 事務配分や財産処分、施設の取扱い等が課題となることを踏まえ、

事前に、指定都市と都道府県との間で協議を行う必要性についてど

う考えるか。 

 

２－３－５－２ 住民の意思確認 

○ 「特別市」の設置についての住民の意思確認の在り方として、ど

のような方式・どのような範囲で確認を行うことが適切と考えられ

るか。 

 

２－４ 住民自治等の確保 

○ 大都市地域における住民自治や住民代表機能の在り方をどう考えるか。

その上で、「特別市」における住民自治や住民代表機能の確保について、

どう考えるか。 

 

３．「その他の必要な地方制度」の在り方について 

 

○ 上記のほか、必要な地方制度の在り方として、どのようなことが考えら

れるか。 
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